
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生活保護受給中の方が介護保険及び介護扶助によるサービスを利用する際には、介護扶助が適用され

ることにより、自己負担なく、介護サービスの利用が可能です。 

 ただし、世帯の収入が介護費や医療費を除く最低生活費（生活扶助等）を上回った場合には、介護費

や医療費の一部を「本人支払額」（一部自己負担金）として、介護事業者や医療機関へお支払いいただ

くことがあります。 

 

【例① 本人支払額が生じないケース】 

 収入認定額（年金収入等）が、生活扶助額等の基準額より少ないため、介護費用が全額介護扶助で支

給されます。この場合は、本人支払額がありません。 

 

【例② 本人支払額が生じるケース】 

 生活扶助等の基準額より、収入認定額（年金収入等）が多いため、その基準額を超える額を介護費用

へ充当することとなります。介護扶助では、介護費用のうち、本人支払額で負担しても不足する分につ

いて支給します。 

 

 

 

 

 

 

 本人支払額（一部自己負担金）が発生する利用者については、福祉事務所が毎月送付する「生活保護

法介護券」の「本人支払額」の欄に金額の記載があります。 

 介護券の受給者番号は、平成 29 年 10 月より固定化しておりますが、「本人支払額」については、月

毎に変動があります。介護報酬の請求にあたっては、必ず介護券の確認を行なってください。 

 介護券に記載の「本人支払額」については、直接、利用者へ請求いただきますようお願いします。 

 

【生活保護法介護券のイメージ】 

 

    の部分に、本人支払額の記載があります。上記の例の場合、12,510円を事業者から利用者本人

に請求していただくこととなります。 

 

 

 

 

 

 「本人支払額」が介護券に記載されている場合、「本人支払額」を除いた金額が公費請求額となりま

す。介護給付費明細書の請求額集計欄への記載方法は下記の例を参考にしてください。 

 

【介護給付費明細書の記載方法】 

例① 居宅サービスの場合 

 

例② 施設サービスの場合 

 

 

 

 

介護券に記載されている本人支払額が「7,942 円」の場合 

 

 

 

 

⑬公費分本人負担の欄に「7,942」円 

 

⑫公費請求額の欄には公費分本人負担を差し引いた額を記載します 

介護券に記載されている本人支払額が「10,169

円」の場合 

公費分の⑤利用者負担額に「10,169」円 

公費分の④請求額＝①－⑤を記載します 

 

 

 

 

 

平成 30 年 9 月 25 日 

大分市福祉事務所 

生活福祉課医療担当班 

℡097（537）5621 

※介護扶助通信第１号については、地域包括支援センター及び居宅介護支援事業者にのみ送付しております。 


